
土木建築委員会会議記録

土木建築委員長 戸高 賢史

１ 日 時

平成２７年１２月１０日（木） 午後１時０１分から

午後２時５８分まで

２ 場 所

第１委員会室

３ 出席した委員の氏名

戸高賢史、御手洗吉生、志村学、吉冨英三郎、木付親次、馬場林、尾島保彦

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

藤田正道、森誠一

６ 出席した執行部関係の職・氏名

土木建築部長 進秀人 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第１０７号議案のうち本委員会関係部分及び第１２２号議案から第１２７号議案ま

でについては、可決すべきものといずれも全会一致をもって決定した。

（２）第１０８号議案のうち本委員会関係部分については、可決すべきものと総務企画委

員会に回答することを全会一致をもって決定した。

（３）大分県地域強靱化計画の策定について、おおいた土木未来（ときめき）プラン２０

１５（素案）について及びＲＯＲＯ船の新規航路開設についてなど、執行部から報告

を受けた。

（４）閉会中の継続調査について、所定の手続をとることとした。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課議事調整班 副主幹 姫野剛

政策調査課調査広報班 主幹 内田潔



土木建築委員会次第

日時：平成２７年１２月１０日（木）１３：００～

場所：第１委員会室

１ 開 会

２ 土木建築部関係 １３：００～１５：００

（１）合い議案件の審査

第１０８号議案 大分県の事務処理の特例に関する条例等の一部改正について

（２）付託案件の審査

第１０７号議案 平成２７年度大分県一般会計補正予算（第３号）

（本委員会関係部分）

第１２２号議案 公の施設の指定管理者の指定について

第１２３号議案 県道路線の認定について

第１２４号議案 県道路線の変更について

第１２５号議案 工事請負契約の締結について

第１２６号議案 工事請負契約の変更について

第１２７号議案 大分県建築審査会条例の一部改正について

（３）諸般の報告

①大分県地域強靱化計画の策定について

②おおいた土木未来プラン２０１５（素案）について

③ＲＯＲＯ船の新規航路開設について

④大分県建設業協会の要望内容について

（４）その他

３ 協議事項 １５：００～１５：３０

（１）閉会中の継続調査について

（２）今後の委員会活動について

（３）その他

４ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

戸高委員長 ただいまから、土木建築委員会を開きます。

本日は、委員外議員として藤田議員、森議員にも出席をいただいております。

ご多忙のところありがとうございます。発言の際は、各議案及び報告の区切りごとに、

挙手の上、私から指名を受けた後、ご発言願います。

まず審査に先立ち、執行部から発言をしたい旨の申し出がありましたので、これを許し

ます。

進土木建築部長 まず、お礼を申し上げたいと思います。委員の皆様方には、１２月４日、

市町村要望に係る県内４カ所、佐伯市から中津市まで長距離にわたる視察を行っていただ

きまして、まことにありがとうございました。

今回ご指導・ご助言いただきました点につきましては、今後の対応にしっかりと生かし

てまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

次に、報告でございますけれども、本日の委員会において、建築住宅課永松課長が急病

のため、また港湾課の利光ポートセールス推進監が家族に不幸がございまして欠席をいた

しております。建築住宅課長の代理としまして同課の亘鍋課長補佐が出席しております。

ご了承いただきますようお願いいたします。

以上でございます。

戸高委員長 さて、本日審査をいただく案件は、今回付託を受けました議案７件、また総

務企画委員会から合い議のありました議案１件であります。

それではまず、合い議案件の審査に入ります。

総務企画委員会から合い議のありました第１０８号議案大分県の事務処理の特例に関す

る条例等の一部改正についてのうち、本委員会関係部分について執行部の説明を求めます。

湯地都市計画課長 第１０８号議案大分県の事務処理の特例に関する条例等の一部改正の

うち、土木建築部に関するものについてご説明いたします。

議案書は６から７ページですが、説明は土木建築委員会資料でさせていただきます。

１ページをお開き願います。

まず、（１）条例の概要ですが、事務処理の特例は、地方自治法の規定に基づき、知事

の権限に属する事務の一部を市町村が処理することに関し、必要な事項を定めております

が、このうち、土地区画整理法に基づく事業計画に係る意見聴取に関するものについて改

正を行うものでございます。

（２）条例改正の理由ですが、先般土地区画整理法が改正され、農地等を含む土地区画

整理の事業計画に係る意見聴取先が、都道府県農業会議等から市町村に設置された農業委

員会等に変更する旨の改正が行われました。

これに伴い、（３）条例改正の内容にありますとおり、本条例についても所要の改正を

行うものでございます。

施行日は、平成２８年４月１日としております。

以上でございます。
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戸高委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 委員外議員の皆さんもよろしいですか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 質疑もないようですので、これより採決をいたします。

本案のうち、本委員会関係部分について原案のとおり可決すべきものと総務企画委員会

に回答することに、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

戸高委員長 ご異議がないので、本案のうち本委員会関係部分について、原案のとおり可

決すべきものと総務企画委員会に回答することに決定いたしました。

次に、付託案件の審査を行います。

第１０７号議案平成２７年度大分県一般会計補正予算第３号のうち、本委員会関係部分

について、執行部の説明を求めます。

進土木建築部長 第１０７号議案平成２７年度大分県一般会計補正予算について、ご説明

いたします。

議案書では１ページとなりますが、資料の２ページで説明させていただきます。

今回、提出させていただいております補正予算は繰越明許費でございます。

中段の③に記載しておりますとおり、昨年の６月、公共工事の品質確保の促進に関する

法律、通称「品確法」と呼んでおりますけれども、これが改正されました。

この中で、発注の平準化に向け計画的な発注を行うことや、週休２日の実現など、雇用

環境の改善に向けた適切な工期の設定を行うよう、発注者の努力規定が定められておりま

す。

３ページ繰越手続のイメージ図をごらんいただきたいと思います。

最上段、当初計画の欄に発注スケジュールの一例を示しております。年度当初の予算内

示後、交付申請手続などの事務を進めながら、発注準備が整い次第、適切な工期、このケ

ースでは６カ月を設定した上で工事を発注する、これが通常の手順でございます。

しかしながら、公共工事は自然を相手にしながら、また多くの関係者との調整を行う中

で、当初想定していなかった不測の事態への対応が必要となり、結果として予定時期に発

注がままならない状況も往々にして生じることがございます。

こうしたときに、これまでの対応の例１でございますけれども、不測の事態は発生した

ものの、あくまで年度内の完成を目指し、工期を４カ月として発注を行うケースでありま

すが、実態として休日も工事を行うなど、改正品確法の主旨にそぐわないものとなります。

また例２では、不測の事態の発生によりまして、年度末までに工事の完了が不可能とな

るケースでございます。この場合、３月の繰越承認まで発注を留保いたしまして、繰越承

認後に発注を行うということでございます。この場合完成がおくれまして、事業効果の発

揮も遅延するということになります。

こうした課題があるわけでございますけれども、これに対応するために、中ほどの今回

の欄にお示しているように、今定例会において繰越明許費を設定することによりまして、

発注留保の期間が不要となり、承認後速やかに、年度をまたいだ工事を発注することが可
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能となります。

結果として、このケースでは完成時期を３カ月早め、事業効果を早期に発揮できるとと

もに、適切な工期の設定に向けた業界からの要望に応えることになると考えております。

今回の繰越明許費につきましては、今後発注予定で、年度末までに適切な工期を確保で

きない工事を対象としておりまして、土木建築部全体で事業数は１２事業、繰越額は８億

８，９００万円ということにしております。

なお、３ページの下段に示しているとおり、発注後に不測の事態が発生し、年度内の完

成が困難となったもの等につきましては、別途、３月補正において繰越明許費の設定をさ

せていただきたいと考えております。

説明は以上でございます。

戸高委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

志村委員 部長さんのお話の中に、「業界の要望にも応じ」と言われましたけれども、今

回これをつくることについて、業界、特に建設業協会だと思うんだけれども、そことの意

見交換というのはされたんでしょうか。

進土木建築部長 業界との意見交換会というのは毎年やってございます。その中でこの項

目、ことし特に強く要望として出てまいりました。この１２月の議会承認、あるいは９月

にできないかというふうなことは随分前から我々の中では検討をしてきている案件でござ

います。今回の品確法の改正というのがやっぱり大きなバネといいますか、きっかけとい

うふうにも思っておりますが、内部では随分以前からこの議論はされてきたということで

ございます。今回このやり方で、昨日の議会でも答弁をさせていただきましたけれども、

繰越額の縮減とか、業者さんも、ゆっくりと当然の工期があるんだということで工事にか

かれると、お互いにメリットがあるということでございまして、ぜひこれを今後とも進め

ていきたいというふうに思っております。

志村委員 大事なことだと思っておりますけれども、これに限らず、やっぱり協会のこの

組織はどういう組織かわかりませんけれども、県とのいわゆるこういうことを話す窓口と

いいますか、協会内の総務委員会というふうになるのかわかりませんけれども、そういう

ところを決めていただくと県も話をしやすいと思うので、これに限らずに、そういう制度

をやっぱりぜひ設けて、建設業協会に申し込みをして、あらゆる事態のときに相談をする

という１つの窓口を開いたらどうでしょうかね。そしたら、なかなか進みやすいんじゃな

いかと思いますが。

進土木建築部長 これまでも、県庁と建設業協会の幹部、会長等も含めて、そういう方と

は必ずそういう意見交換の場を持っております。また、土木事務所長会と支部長会という

のがございまして、そことの意見交換もやっております。今までかなり緊密に意思疎通を

やっていきながら、しかも業界の皆さんのご意見を十分に反映しながら我々はやってきた

つもりでございます。なかなか厳しいというか、できないことも多いという状況はありま

すけれども、できることは迅速にやっているということでございます。ご理解をいただき

たいと思います。

志村委員 業界っていうのは、ピンからキリまでの意見がありますものですから、だから

その辺の判断が難しいということなので、業界として１つまとまった意見を、まとまった
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形で聴取できるような制度をつくったらいいのかなと、こう思っておるわけであります。

参考にしてください。

戸高委員長 確認ですけど、済みません。これは、これから発注する分についてというこ

とでよろしいですね。今発注している部分については、従来どおりの対応の仕方という考

え方でよろしいでしょうか。

進土木建築部長 これから発注する案件について、今回繰り越しの承認をいただいて、発

注時点で年度をまたいだ工期設定をして発注していくということでございます。

戸高委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 ほかに質疑等もないようですので、これより採決をいたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

戸高委員長 ご異議がないので、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第１２２号議案公の施設の指定管理者の指定について、執行部の説明を求めます。

黒木土木建築企画課長 第１２２号議案公の施設の指定管理者の指定について、一括して

説明いたします。

議案書では４０ページとなりますが、資料の４ページをお開きください。

さきの第２回定例会の常任委員会におきまして報告しましたが、土木建築部が所管する

公の施設のうち、別府港北浜ヨットハーバーについては、新規で指定管理制度を導入いた

しました。またハーモニーパークにつきましては、２７年度末をもって更新時期を迎える

こととなります。

このたび、これら２施設の指定管理候補者を選定しましたので、地方自治法の規定に基

づき、指定の承認をお願いするものでございます。

まず、１別府港北浜ヨットハーバーについてです。

選定委員会にて申請団体に対するヒアリング等を行いまして、慎重かつ厳正に審査した

結果、申請のあった４団体のうち、最も得点の高かった株式会社ササキコーポレーション

を指定管理者に指定するものでございます。

株式会社ササキコーポレーションは、約４５年間にわたり瀬戸内海・北部九州地域で複

数のマリーナ施設の管理や、山口県、福岡市のヨットハーバーの指定管理を行っておりま

す。

選定理由は、類似施設の管理実績があることに加え、自社で管理しているヨットハーバ

ーや、ほかのマリーナ施設からのビジター利用者を誘致するとともに、新規ユーザーをふ

やすため、中古艇の情報提供を行うなど、係船率向上に対する具体的な取り組みが評価さ

れたためでございます。

平成２８年４月１日から３３年３月３１日までの５年間の提案価格は、表の右側の提案

価格②＋③に記載していますとおり、総額で４，６３０万６千円でございます。

次に、２ハーモニーパークについてでございます。

外部有識者の意見聴取、県民意見募集を行いまして、慎重に評価を行った結果、株式会

社サンリオエンターテイメントを引き続き任意指定するものです。

選定理由は、ハーモニーパークは県管理区域と民間運営施設のハーモニーランド区域が
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一体的に構成されておりまして、公園の効率的な管理運営や来場者の安全性確保のために

は、今後も引き続きハーモニーランドの運営主体である株式会社サンリオエンターテイメ

ントが管理することが適当であると判断されたためでございます。

平成２８年４月１日から３３年３月３１日までの５年間の提案価格は、表の右側の提案

価格⑤＋⑥に記載していますとおり、総額３億３，６５１万円です。

以上でございます。

戸高委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

尾島委員 ヨットハーバーなんですが、今回が初めての指定管理ということで大変苦労さ

れたと思うんですけど、結果としてみれば、候補者と次点の差が２点しか違わないという

ことで、今回この資料にありますように、提案価格としては候補者のほうが若干高いとい

う結果になって、総合評価で選定されたと思うんですけど、この中身をちょっといただく

わけにはいきませんか。どういう点で、いわゆる採点表か何かを。

黒木土木建築企画課長 採点の内訳につきましてはホームページでも公表しておりますし、

その資料につきましては、後ほどまたお渡ししたいというふうに思います。

尾島委員 ホームページで公表しているのであれば、なおさら欲しかったんですけど。そ

して、もう１点は、もともと直営でやられていたと思うんですけど、そのときの価格がわ

かれば教えていただきたいのと、ハーモニーパークについても２７年度で切れるわけで、

それまでのいわゆる提案価格とどういう差が出ているのか、ちょっとわかりましたら。

指定管理というのは、やはり経費の縮減とサービスの向上というのが２本の大きな柱で

すから、その辺の成果がどういう形であらわれているのか知りたいので、わかりましたら。

山本港湾課長 今年度の北浜ヨットハーバーの管理費につきましてですけれども、当初予

算で１，１７８万円。２８年度が今度は９１２万円となりますので、２６０万円程度安く

なるということでございます。

尾島委員 ５で割ると１年間９００万円ちょっとになりますかね、平均で。提案価格から。

わかりました。

和田公園・生活排水課長 ハーモニーパークにつきましては、今回の基準価格と契約額に

ついてはここに記載をしているとおりでございますけど、２７年度までの基準価格につき

ましては今持ち合わせておりません。ただ、現在の契約に対する金額と今回の更新金額は

税抜きでほぼ同額の契約（「ほぼ同額」と言う者あり）であります。

黒木土木建築企画課長 ハーモニーパークの提案価格ですけれども、前回が３億２，１６

２万５千円、今回の提案価格が３億３，６５１万円、１，５００万円ほど高くなっていま

す、消費税の関係で。（「消費税の関係、なるほど」と言う者あり）

御手洗副委員長 ここの選考理由のところを詳しく、ハーモニーパーク。選定理由のとこ

ろ、ちょっと区域が２つあるわけですか、これを見ると。

和田公園・生活排水課長 ハーモニーパーク自体が都市公園でございますけど、その中の

一部をハーモニーランドとしてございます。ハーモニーパーク全体が２５ヘクタールある

んですけど、そのうち６ヘクタールがハーモニーランド、一部が県管理区域となっていま

す。

選定理由としまして、ハーモニーランドを経営しているサンリオエンターテイメントに
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委託したほうが、その周りの公園の施設の維持管理については効率的に管理できるという

ことで、経費も安くつくという考え方でございます。そういうことで委託が適していると

いうことであります。

戸高委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 委員外議員の皆さん、ございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 ほかにないようでございますので、これより採決をいたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

戸高委員長 ご異議がないので、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第１２３号議案県道路線の認定について、執行部の説明を求めます。

鈴木道路建設課長 第１２３号議案県道路線の認定についてご説明いたします。議案書で

は４１ページとなりますが、委員会資料の５ページをごらんください。

本議案は、国が整備を進めております中九州横断道路の現道に当たる国道５７号の県へ

の移管に伴い、新たな県道認定をお願いするものです。

２の経緯をごらんください。平成２０年に地方分権改革推進要綱に基づきまして直轄国

道の一部を都道府県へ移管する方針が決定され、平成２５年に事務・権限の移譲等に関す

る見直し方針に基づき、国と移譲対象路線、区間及び時期を協議いたしまして、国道５７

号の犬飼－朝地間２４キロメートルにつきまして平成２７年度末に県に移管されることと

なりました。

４の路線名及び起終点、整理番号の考え方についてでございますが、国道５７号は、大

分、熊本、長崎まで結ぶ広域的なネットワークを形成する路線で、今回県道認定する区間

につきましても、犬飼から、千歳、大野、朝地を経て竹田を結び、県道として広域性があ

り、整備水準も高い道路です。

このため、竹田市から豊後大野市犬飼町までを結ぶ県道として認定することとしまして、

路線名は竹田犬飼線、整理番号は国道５７号の旧道に当たることから、住民にわかりやす

くなじみのある５７号線として県道認定することについて、議会の承認をお願いするもの

でございます。

説明は以上です。

戸高委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。質問のある方はお願いいたします。

志村委員 中九州横断道路は竹田まで全線開通じゃないんだけど、これはいつからですか。

鈴木道路建設課長 中九州横断道路につきましては、竹田まで平成３０年度開通と公表を

されております。現在前倒しを要望しているところでございますが、これが平成３０年度

に公表をした段階では、さらに現道路の分を移譲するということになろうかと考えており

ます。

志村委員 今回、じゃ、朝地から犬飼までということですか。

鈴木道路建設課長 今回、県道として管理することになるのは、朝地インターから犬飼ま

でとなりますが、路線としては朝地インターから竹田までを国道５７号と重複させて認定
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しております。

志村委員 了解しました。

戸高委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 委員外議員の皆さん、質疑はありませんか。

森委員外議員 この件については一般質問でも取り上げさせていただきました。私も朝地

ですけど、地元としてはやっぱり国道が県道になるということでかなり心配の声は上がっ

ておるところです。ただ、答弁いただきましたように維持管理等についてはこれまでどお

りやっていただける。また、国にも歩道の設置部分とか今も工事をやっていただいていま

すけど、その部分ではご答弁をいただいて安心しているかと思います。

２点ほど質問なんですけど、今、朝地インターまでを県に移管ということだったんです

けど、朝地インターの管理する分、接続部分までということでいいのかというのと、あと、

道の駅に関してなんですけれども、道の駅というのは通常、道路管理者が管理する部分と

市町村が管理する部分と分かれている。当然、国土交通省が管理している部分というのが

朝地に関してはありますが、今度その朝地－竹田間がつながった際に、その道の駅の関係

についてどうなるのかというところもあわせて教えてください。

鈴木道路建設課長 まず、管理区分につきましては朝地インターのランプを経由して国道

５７号線となりますので、ランプが取りつく交差点の部分までが当面の県管理の部分であ

ります。

道の駅につきましては、市が全て整備しているものか、国が一部整備している一体型か

どうか手元に資料がございませんので、後ほど調べてお答えしたいと思います。

森委員外議員 あわせて、道の駅おおののほうもわかりましたらお願いします。

戸高委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 ほかにございませんので、これより採決をいたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

戸高委員長 ご異議がないので、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第１２４号議案県道路線の変更について執行部の説明を求めます。

鈴木道路建設課長 第１２４号議案県道路線の変更についてご説明いたします。資料の６

ページをお開き願います。

県では、県道のバイパス事業で発生した旧道については、生活道路としての利用が主と

なることから、市町村への移管を進めております。

本議案は、位置図の黒線で示しております県道庄内久住線のバイパス事業で発生した旧

道の処理に伴い、図の赤線の龍原挾間線の起点を変更し、バイパスに接続させるため県道

の変更をお願いするものです。

２の経緯をごらんください。平成２２年１２月に庄内久住線のバイパスである五ヶ瀬工

区が開通いたしました。その後、現道は由布市に移管することになりますが、県道または

国道は一体となって道路網を完結させる必要があり、原則として、県道と市道の接続がで

きないことから、龍原挾間線の起点を図中ＢからＡへ変更いたしまして、庄内久住線のＢ
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からＣの間を由布市道として平成２８年４月１日に移管するものであります。

３の路線名及び起終点の考え方についてですが、路線名は原則、起終点の市名、町名、

大字名等により決定いたします。今回、起点が由布市庄内町龍原から由布市庄内町五ヶ瀬

に変更されますが、住民に長年なれ親しまれていることから、路線名は変更せず龍原挾間

線のままとし、認定上の起点のみ変更することについて議会の承認をお願いするものでご

ざいます。

説明は以上です。

戸高委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

木付委員 起点の変更をＢからＣではなくＡからＢにした理由はどういうことでしょうか。

鈴木道路建設課長 龍原挟間線につきましては、利用の状況から、由布市内の生活道路と

しての機能があらわれる箇所が終期になると考えています。例えばＢ付近に住んでいる方

はどちらに行くことが多いのかということを考えると、Ａのほうに向かっていって、由布

市あるいは庄内のほうに向かうのであろうと、そういう交通の実態を考慮してＡからＢの

間を認定することといたしました。

戸高委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 委員外議員の皆さん、ございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 別に質疑等もないようでございますので、これより採決をいたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

戸高委員長 ご異議がないので、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第１２５号議案工事請負契約の締結について、執行部の説明を求めます。

鈴木道路建設課長 第１２５号議案工事請負契約の締結についてご説明いたします。

議案書は４３ページとなりますが、委員会資料の７ページをごらんください。

本議案は、大分市の旧佐賀関町白木で整備を進めております国道２１７号白木拡幅の仮

称白木１号トンネルに係る工事請負契約の締結についてでございます。

本事業は延長２キロメートルの道路拡幅事業で、北側の１．３キロメートルは開通済み

でありまして、残区間の約７００メートルの状況を平面図に示しています。現道は茶色で

示しており、線形が悪く、幅員も不十分なことからバイパスの整備を行うものです。右側

の玉井トンネルは完成しており、中央の埋め立て部は護岸の整備が終わっている状況であ

ります。本工事は左側赤色着色部のトンネル工事を行うもので、工事延長１８９メートル、

トンネル延長１７２メートルです。

契約金額は６億９９８万４千円、工期は、契約締結日の翌日から平成２９年２月２３日

までといたしまして、梅林・敷総合特定建設工事共同企業体と工事請負契約を締結いたし

たく、議会の承認をお願いするものでございます。

説明は以上です。

戸高委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。
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志村委員 敷総合というとどこでしたか。

鈴木道路建設課長 大分市内の技術会社、八幡にある会社です。

志村委員 これ敷総合建設というんですか、正式な名前は。

鈴木道路建設課長 敷総合建設（「そうですか」と言う者あり）。

尾島委員 落札率は、近年の状況と比較してどうですか。

鈴木道路建設課長 本工事につきましても、低入札の制限額のぎりぎりでありまして、ト

ンネル工事では標準的な落札率です。

戸高委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 委員外議員の皆さん、ございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 ほかにないようですので、これより採決をいたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

戸高委員長 ご異議がないので、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第１２６号議案工事請負契約の変更について、執行部の説明を求めます。

平野河川課長 第１２６号議案工事請負契約の変更についてご説明いたします。議案書で

は４４ページとなりますが、資料は次の８ページをお開き願います。

本議案は、竹田市志土知にて実施しております玉来ダムの転流トンネル工事につきまし

て、平成２６年７月４日に梅林・ミヤマ特定建設工事共同企業体と締結した工事請負契約

を変更するものでございます。

次の９ページをごらんください。

変更の主な理由でございますが、トンネルの掘削を進めていく中で、当初想定していた

ものと異なる地質が現れたため、上の図の斜線で示した区間におきまして、掘削支保工な

どを変更することとなりました。

具体例としまして、区間①においては、右下の図のとおり、掘削後のトンネル内面の安

定を図り、地山の崩落を防ぐため、鋼製支保工の追加を行いました。また、区間⑤の一部

においては、左下の図のとおり、トンネル上部の剥落防止を目的に地山を固める材料を注

入するフォアポーリングを施工予定でしたが、土質がかたかったために減じております。

これらによりまして、８ページの左下にありますとおり、契約金額は当初５億５，０８

０万円のところ変更後５億５，２８６万９，２８０円となりまして、２０６万９，２８０

円の増額でございます。

以上でございます。

戸高委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 委員外議員の皆さん、よろしいですか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 別に質疑はございませんので、これより採決をいたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。
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〔「異議なし」と言う者あり〕

戸高委員長 ご異議がないので、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第１２７号議案大分県建築審査会条例の一部改正について、執行部の説明を求め

ます。

亘鍋建築住宅課課長補佐（総括） 第１２７号議案大分県建築審査会条例の一部改正につ

いてご説明いたします。議案書では４５ページとなりますが、資料の１０ページをお開き

願います。

まず１の建築審査会の概要ですが、建築基準法の規定による処分に対する審査請求の審

理や、裁決を行うほか、都市計画法で定められた用途地域による建築物の用途規制の特例

的な許可案件に対する同意等の役割がございます。

条例の主な改正点が２点ございます。

まずは２条例改正（１）でございます。いわゆる第５次地方分権一括法が平成２７年６

月に公布されました。これによりまして建築基準法で規定されていた建築審査会の委員の

任期の設定が、条例に委任されることとなりました。本県の建築審査会条例におきまして

も、今回、新たに委員の任期の規定を追加することとなりました。

案としまして国土交通省令による参酌基準、また現在、建築審査会で実際の審議に要し

ております期間等を勘案いたしまして、任期を２年と設定してございます。施行日は平成

２８年４月１日でございます。

続きまして３条例改正（２）でございます。行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整

備により、建築審査会に対する審査請求につきまして定めました建築基準法第９４条第１

項に、今回、処分庁に対しても審査請求を行うことができる内容が追加されました。これ

によりまして、審査請求先としては、建築審査会に対するもの及び行政庁に対するものが

前段、後段と並ぶこととなりましたので、本条例の対象となります建築審査会に対する審

査請求を特定するために、資料左側の１番下にありますとおり、前段を挿入する改正を行

うものでございます。

施行日は行政不服審査法の施行日としております。

また参考までに、４に現在の委員名簿、５に審査会の開催状況を示しております。

以上でございます。

戸高委員長 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。

尾島委員 最後に参考までに、審査請求は１０年間で１回あったということなんですけど、

この事例がわかりましたら。

亘鍋建築住宅課課長補佐（総括） 建築基準法の２項道路というのは、狭隘道路の指定が

ございますが、その処分をしたことに対しまして、近隣の方からその指定はちょっと疑義

があるということで審査請求が行われたものでございます。その後裁判までいった上で結

審をしたということになっております。

戸高委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 委員外議員の皆さん、ございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 ほかにないようでございますので、これより採決をいたします。
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本案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

戸高委員長 ご異議がないので、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

以上で付託案件の審査は終わりました。

次に、執行部より報告をしたい旨の申し出がありましたので、これを許します。

阿部建設政策課長 大分県地域強靱化計画について、ご説明いたします。

委員会資料の１１ページをごらんください。

まず、大分県地域強靱化計画については、昨年７月７日に、太田副知事をトップといた

します地域計画策定委員会を設置し、全庁体制で策定作業を進めてまいりました。これま

で、４回にわたる策定委員会に加えて、学識経験者や防災ボランティアなどで構成する有

識者会議を３回、さらにことし８月から９月にかけてのパブリックコメントや市町村から

の意見もいただき、この１０月末に策定委員会で成案をまとめ、１１月１６日に九州では

最初となりますが、アクションプラン２０１５とともに決定、公表したところでございま

す。

次に、計画の位置づけです。当該計画は、国土強靱化基本法に基づく計画です。下の図

にあるように、各部局の計画等に基づき実施される施策から、事前の防災・減災対策など

地域強靱化に資する施策を抽出して脆弱性評価を行った後、改めて地域強靱化の推進方針

としてまとめたものでございます。

次の１２ページをお開きください。計画の構成ですが、地域計画は序章から第４章まで

の５つの章で構成しております。

第１章には、地域強靱化の基本的考え方を記載しております。

基本目標として、人命の保護、重要な機能が致命的な障害を受けずに維持されること、

被害の最小化を図ること、迅速な復旧・復興に資することの４つを定めまして、地域強靱

化を進めていくこととしております。

第２章は脆弱性評価ということでございます。評価に当たっての想定リスク、起きては

ならない最悪の事態、評価結果などについて、記載しております。

第３章にはこの脆弱性評価を踏まえ、７つの個別施策分野と３つの横断的分野の推進方

針をまとめております。

そして第４章は、計画の推進と不断の見直しとして、計画はおおむね５年ごとに見直す

こと、アクションプランによる進捗管理を行うこと、プログラムの重点化、市町村計画の

策定支援などを記載しております。

次の１３ページをごらんください。

これは、脆弱性評価におきまして想定した３５の起きてはならない最悪の事態のうち、

特に重点化して取り組むべき１６のリスクシナリオでございます。まず、①から④にある

ように、起こり得る大規模自然災害から人命を保護するということを重点化しております。

また⑪にあるように、社会経済システムが機能不全に陥らないように、コンビナートなど

重要な産業施設の損壊を回避することも、重点化しております。

次の１４ページをお開きください。推進方針の例でございます。

ポイントは３点、１つ目は、土砂災害対策を例示しておりますが、ハード対策とソフト

対策の適切な組み合わせが重要と考えております。
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２つ目は、代替性等の確保です。例は、陸・海の広域交通網の整備促進です。大規模災

害時の輸送の代替性を確保するため、高速道路の４車線化や地域高規格道路の整備、海上

輸送拠点である港湾の整備など、基幹的な交通ネットワーク機能が停止しないように取り

組みます。

３つ目は、国や市町村、民間等との連携です。

例えば、大分臨海部コンビナートの強靱化に向けて、外周護岸の整備や総合防災訓練な

ど官民が連携して取り組んでいくこととしています。

次の１５ページをごらんください。

大分県地域強靱化アクションプラン２０１５の概要です。

さきに説明した地域強靱化計画を着実に推進するために、毎年度アクションプランを作

成し、進捗管理を行います。

アクションプランは、主に、想定した３５の起きてはならない最悪の事態ごとの取り組

みの推進方針に、目標を定めた代表的な指標を示しています。

例えば、資料中段の第２章の表中にありますように、リスクシナリオの１－２）広域に

わたる大規模津波等による多数の死者の発生を回避するために、推進計画では、ハード対

策の着実な推進とソフト対策を組み合わせた対策を推進していくとしておりまして、その

代表的な指標例として１番右に、海岸保全施設の整備延長や地域津波避難行動計画を策定

している自治会の数など、担当部局もあわせて記載しています。

次の１６ページをお開きください。

これは、ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理を図式したものでございます。

２段目にありますとおり、このサイクルは、副知事をトップといたします大分県地域強

靱化計画推進委員会により管理していくこととしております。

以上が概要でございます。

お手元に、大分県地域強靱化計画及びアクションプランの冊子をお配りしておりますの

で、詳細につきましてはこちらでご確認願います。

以上でございます。

戸高委員長 以上で説明は終わりました。ただいまの報告につきまして、質疑、ご意見な

どはございませんか。

木付委員 ハード対策は財源は限られてくると思うんですが、優先順位はどのようにして

決めるんですか。

阿部建設政策課長 冒頭説明いたしましたように、基本的な考え方として、基本目標とし

て人命の保護の点を最重点といたしまして予算を優先的に充てるというふうに考えており

ます。

木付委員 人命の保護というのはちょっと幅広い表現だと思うんですけど、具体的といい

ますか、もう少し細かく。

阿部建設政策課長 人命の保護という観点につきましては、想定されるリスクで人命に被

害が及ぶとされるリスクを対象にしておりますので、その中の施策につきましては、そう

いった先ほど申しましたリスクシナリオに対する施策の中に記載しております。

木付委員 具体的に、例えば急傾斜なら急傾斜とか、今玉来ダムをやっていますけど、あ

とコンビナートとか、リスクシナリオに基づいていろいろな施策が出てくるわけですよね。
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それを決めるというのはどこで決めるというか、どのように今年度はこれをやろう、来年

度はこれをやろう、それはどの辺でどういうふうに決まるの。

阿部建設政策課長 この地域強靱化計画につきましては、各部局の施策等を取りまとめた、

方針を示したものでございますので、今、委員のおっしゃったような各施策ごとの優先度

につきましては、事業の中での部門別の領域の中で優先度を策定していくということにな

ろうかと思います。

戸高委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 委員外議員の皆様、何かございませんか。

森委員外議員 計画の推進と不断の見直し、１２ページの１番下、第４章のところですけ

ど、市町村計画の策定を支援という部分があるんですが、これ具体的にいつまでにつくる

とか、市町村の指導とかその部分について今後の計画があれば教えてください。

阿部建設政策課長 この計画は、県の推進計画だけではなくて各地域の市町村を含めて計

画を立案することが望ましいと考えておりまして、そのあたりの策定支援につきましては、

直接的に市町村の担当者方にお集まりいただきながら、この計画の目的、あるいはこれま

での事例等、他県の先進事例等の研修会も開きながら、早期の策定についてのお願いを今

しているところでございます。

現時点では、九州の市の中ではトップ、大分市のほうが策定に着手したところでござい

ますけれども、いずれにいたしましても、県内の各市町村に対して今策定についてのお願

いをしているところでございます。

馬場委員 １６ページで、１年間のＰＤＣＡでこの計画をやっていくということなんです

が、例えば１５ページの広域にわたる大規模津波等ということになると、土木だけではな

くて、生活環境部と一緒にやる部分、ソフト面とかもあると思うんですけれども、それは

他の部局との連携ということを考えたときに、これをやってどういうふうなやったこと、

それをチェック、そしてそれをまたアクションに残していくというのは、１年ごとにそう

いう部局間同士の連携、そして評価なり、そういうのを繰り返してやるということになる

んですかね。

阿部建設政策課長 １６ページの１番上にも書いてございますけれども、地域強靱化計画

推進委員会という太田知事をトップにいたします各部局の担当者で構成される委員会の中

で、各年度の前年度の実績等について評価し合って、そして、その中の課題等を踏まえて

見直しの必要なものは見直すと、そういったＰＤＣＡを行ってまいります、ということで

ございます。

戸高委員長 地域強靱化計画自体は、県単位はみんなつくるんですが、市町村も全部、一

応つくる計画になるんですか。

阿部建設政策課長 つくっていただくということ、これは義務ではなくて、つくることが

望ましいということで今お願いをしているところでございます。

戸高委員長 大体、まず、大分県内市町村はほとんどつくられて……

阿部建設政策課長 現時点で意向調査等をやっておる中では、必ずしも全市町村がやりま

すという返事は今はいただいていないところです。特に、海岸部を含めたところにつきま

してはそういった意向もあるんですが、これから県の計画が策定されましたので、これを
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踏まえて検討するというふうな市町村は約半数ほどはございます。

戸高委員長 わかりました。

ほかにございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 では次の報告をお願いいたします。

阿部建設政策課長 土木建築部の長期計画でありますおおいた土木未来（ときめき）プラ

ン２０１５（素案）をご説明いたします。

本年第３回定例会におきまして、おおいた土木未来プラン２０１５の骨子について説明

しましたが、本日は、具体的な取り組みを盛り込んだ計画素案について説明いたします。

別冊でお配りしております素案の冊子を中心にご説明しますが、施策体系をＡ４にまと

めていますので、あわせてこちらもごらんください。

それでは計画素案の４から５ページをお開きください。

初めに時代の潮流でございます。大分県長期総合計画「安心・活力・発展プラン２０１

５」の時代の潮流から、土木建築行政に係るものを再整理して４項目にまとめました。１

つ目は「人口減少社会の到来」、２つ目は「価値観の多様化とライフスタイルの変化」、

３つ目は「安心・安全で心豊かな暮らしの志向」、４つ目は「グローバル化と産業活動の

下支え」です。

次に県土づくりの進め方でございますが、８ページをお開きください。

まず、基本理念です。つくった人の想いがこもり、利用する人々の安全・安心が守られ、

次世代の人々がその価値をたたえるような県土づくりという思いを込めて「生命を紡ぐ県

土づくり」としております。

９ページをごらんください。

県土づくりを進める具体的な施策を、県長計に合わせ、安心・活力・発展の３つの分野

ごとに進めていきます。

１０、１１ページをお開きください。

安心分野では、安心な暮らしを守る強靱な県土づくりとして、治水対策の推進など防災

・減災対策を中心に６施策、活力分野では、活力と潤いのある魅力的な地域づくりとして、

快適な都市空間の形成などの４施策、発展分野では、発展を支える交通ネットワークの充

実として、広域道路ネットワークの構築など３施策を推進します。

続いて各分野ごとに代表的な施策についてご説明します。

まず安心分野ですが、１４ページをお開きください。

治水対策の推進ですが、上段に現状と課題を、下段に現プランのこれまでの成果を示し

ています。１５ページには、今後の取り組みをまとめておりまして、ほかの施策も見開き

で同様の構成としています。

ここでの現状と課題ですが、九州北部豪雨のように激甚化・頻発化する水害への対応が

求められています。これまでの成果といたしまして、稲葉川ダムの完成による下流の浸水

被害の回避とあわせまして、移住者が増加していることなどを例に挙げております。今後

の取り組みといたしまして、治水ダムの整備や、河川改修、河床掘削、ダムの再生、内水

対策、迅速・的確な避難体制の支援を推進してまいります。

このほかに安心分野では、１６ページ以降の土砂災害対策の推進、地震・津波、高潮対



- 15 -

策の推進、交通安全対策の推進、社会資本の老朽化対策と適切な維持管理、危機管理体制

の充実の各施策に取り組みます。

続きまして活力分野です。２６、２７ページをお開きください。

快適な都市空間の形成です。現状と課題ですけれども、都市部における慢性的な渋滞や、

電柱による景観阻害等を課題に整理しております。これまでの成果では、大分駅付近連続

立体交差事業や国道２１７号佐伯弥生バイパス整備による渋滞緩和や良好な都市空間の形

成を例に挙げています。今後の取り組みとして、都市の骨格となる道路整備、道路空間の

再生、都市公園の整備を推進します。

このほか活力分野では、２８ページ以降の潤いある水環境の創出、快適な住まいづくり

の推進、おんせん県おおいたのツーリズム支援の施策に取り組みます。

発展分野でございますが、３４、３５ページをお開きください。

広域道路ネットワークの構築です。現状と課題ですが、東九州自動車道が県内全線開通

したものの、暫定２車線区間が多く残っておりまして、対面通行による重大事故やその際

の緊急車両の通行に支障があること、また横軸である中九州横断道路、中津日田道路が整

備途上であることなどが課題となっております。

これまでの成果として、今までの高速道路ネットワークの整備で、各都市間の所要時間

短縮などにより、産業・観光面で効果が上がったことを示しております。今後の取り組み

として、東九州自動車道などの暫定２車線区間の４車線化の取り組みや、中九州横断道路、

中津日田道路、スマートＩＣの整備を推進してまいります。

このほか発展分野では、３６ページ以降の地域道路ネットワークの充実、海上輸送拠点

の強化の施策に取り組みます。

続きまして４１ページをお開きください。ここでは各施策共通の基本的な考え方や留意

事項である取り組みに当たっての視点を４項目掲げております。１つ目は県民参加型行政

の推進、２つ目に効率的・効果的な事業の推進、３つ目は自然環境や周辺景観への配慮、

４つ目は人づくりの推進です。その中で、新たな視点になります人づくりについてご説明

いたします。

４８、４９ページをお開きください。

社会資本整備やその維持管理、さらには災害時の応急復旧などを、地域の建設産業が担

っています。近年では、若年層の入職減少や高齢化が大きな課題となっております。その

対策として、社会保険未加入対策や工事発注の平準化に向けた取り組みなどの就労環境の

改善、経営力強化対策などの企業取り組みへの支援、広報・啓発によるイメージアップを

進めてまいります。

５３ページをお開きください。

土木未来プロジェクトでございます。このプロジェクトは喫緊の課題への対応や大規模

事業、新たな視点での取り組みなど８つのテーマにまとめ、重点的に取り組みます。

５６ページをお開きください。

例えば、南海トラフ巨大地震対策では、切迫する大地震に備え、経済のかなめである大

分臨海部コンビナート護岸の強靱化を、５７ページには救命・救急活動を支援するため、

最優先啓開ルートの橋梁耐震化・のり面崩壊対策と道路啓開の確実な実施についての取り

組みを記載しております。
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５８、５９ページをお開きください。

九州の東の玄関口の強化では、人の流れ・物の流れを活性化させ、観光や産業の発展を

支えるため、拠点化に向けた港湾の整備や高速道路ネットワークの早期整備について記載

しています。

最後に、６８ページに計画の進行管理について記載しており、毎年、各目標指標を中心

に達成度を確認し、事業進捗上の問題点や課題を把握するとともに、着実な目標達成に向

けて、事業執行等について適宜見直すこととしております。

今後の予定ですが、１２月下旬からパブリックコメントを実施いたしまして、広く県民

の皆さんのご意見をお聞きした上で、成案を来年３月の第１回定例会に上程する予定とし

ております。

以上でございます。

戸高委員長 ただいまの報告につきまして、質疑、ご意見はございませんか。

木付委員 専門用語が結構出ていますよね。これは３５ページのＩＴＳとか、こういう用

語解説というんですか、そういうのはどうするんですか。

阿部建設政策課長 本冊子は図や写真を使ってわかりやすくという意思ではつくっており

ますが、委員おっしゃられたように、土木のかなり専門的な言葉も入っておりますので、

用語解説については巻末につけた上で、パブリックコメントに入りたいと思います。

木付委員 もう１点、プロジェクトのコストのことをお話ししようと思ったんですけれど

もカットされていますので、もうやめます。例えば、以前もらったのはコンビナートを８

００億円とか出ていたんですけど、今回は何か膨大な事業ですとかになっていて。

阿部建設政策課長 具体的な数字については記載しておりません。

志村委員 問題は財源なんですよね。財源をどう表現するかということなんですが、９年

間の状況ですので、３節の１３項目、ここにどういうふうに県としては予算を投入するか

という、そこは１期、２期、３期の３年間ごとでも結構ですので、少なくとも第１期の３

年間はこのくらい道路には幾ら、砂防にはこうだとかいうふうなことを、ある程度目標が

できると大変わかりやすいということが１つ。それはなぜかというと、やっぱりこれから

道路も河川もそうだけど、維持管理、あるいは保全補修、保存、長く使うというその辺が

やっぱり非常に中心になってきて、新規事業の採択というのが非常にこれで影響してくる

のではないかということが危惧されます。そういう意味で、財源の確保とそれをどう表現

するかというのがポイントだと思うんですが、お考えをお聞かせいただきたい。

阿部建設政策課長 この素案の中で財源については触れておりません。もちろん、ソフト

ハード、さまざまな施策を取りまぜておりますけれども、土木建築部のハード施策につき

ましては、補助金や交付金等の国からの財源というものが非常に、多々占めておりまして、

このあたりについては、これまでどおりにしっかりと予算の確保についての行動も含めて

取り組むということはこれまでどおりですが、だからその言葉だけの表記というのが難し

いということで、財源についての記述は現在載せていない状況でございます。

志村委員 だから、載せていないからこそどういうふうに載せるというか、どういう裏づ

けをしていくのか。特に進行管理をするわけでしょう。（「はい」と言う者あり）管理を

するわけだから、こういう予算に対してこうだったとか、成果はこうだったという数字は

必要になってくるときが当然毎年来ますよね。だから、そこをどういうふうに表現するか
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というのは大事なことだと思うんですけども。よく昔は、国の道路５カ年計画とかよくや

りましたよね。あれが見やすいと思うんだよね。だから県にとっても、そういうふうなこ

とが少し表現できないかなという（「全体」と言う者あり）はい。

進土木建築部長 国の計画の話が出ましたので少しお話ししたいんですけれども、昔、委

員おっしゃるように道路の５カ年計画、河川の５カ年、いろいろ５カ年をつけてつくって、

その後に予算の裏打ちをきちっとしながらやってきたというところでございます。ただ、

やはり時代の趨勢とともに、お金の裏打ちがあるというところに少し問題視されるように

なってまいりました。今もう国では社会資本整備計画ということで、全部計画が１つにな

って、予算の裏打ちというのがないようなものになっております。

今回、県の計画の中でも財源というのは確かに委員ご指摘のように、それが我々として

は本当は望ましいというふうには思いますけれども、県の厳しい財政状況の中で、それを

あえて出していくことが逆にそこに１つの足かせになっていまうという面もあります。そ

ういう面で、機動的な予算配分ということを考えたときに、果たしてそれが可能かという

ところもありますので、財源の裏打ちというのは、今、県の計画の中でもどこでも多分、

私もほかの部の計画を詳細には見ておりませんけれども、なかなかそこは表示がしにくい

ところだろうというふうに思っております。

ただ、内容的にはかなりしっかりといろんな政策、新しい部分も織り込んでおるつもり

でございまして、予算の金額は書いておりませんけれども、相当の予算が必要だというこ

とはご理解いただけると思って思います。これの実現に向けて執行部としては、うちの部

としても一生懸命予算取りをして頑張っていきたいというふうに思っております。そうい

う意味でも、委員の皆様のお力添えをぜひいただければというふうに思っております。

志村委員 先ほど言いました新規の事業から非常に影響を受けるんじゃないかという思い

が強いんです。例えば宇佐国見道路あたり、計画上はあるけれどもなかなか表現しづらい

という、そこには財源のこともあるんだろうけれども。そういうところが影響ないような

形でぜひ土木行政を進めていただきたいということを要望しておきたいと思います。

戸高委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 それでは次の報告をお願いします。

山本港湾課長 ＲＯＲＯ船の新規航路開設についてご報告いたします。委員会資料の１７

ページをお開きください。

１２月１日に、川崎近海汽船株式会社が、新たな航路を平成２８年１０月に開設するこ

とを発表いたしました。

新規航路は、大分港大在地区と静岡県清水港とをＲＯＲＯ船、ロールオン・ロールオフ

船といいますが、それによりまして２０時間で結ぶ週３便の定期航路で、九州全域から農

水産物や工業製品などが大分港に集められ、１便あたり最大でシャーシ１６０台分の貨物

が関東・甲信へと出荷されることとなります。

資料の右上に写真がございますが、ＲＯＲＯ船は、船にシャーシのみを積み込んで輸送

することから、ドライバーの乗船は不要となり、ドライバーの拘束時間削減など就労環境

改善にも資することから、課題となっているドライバー不足の解消にもつながります。

今回、九州側の拠点として大分港が選ばれたのは、①東九州自動車道の開通により、九
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州を循環する高速道路ネットワークが形成されたこと、②さらに、中九州横断道路や中津

日田道路等の地域高規格道路も着々と整備が進められていることなど、九州における大分

の利便性が向上したことが決め手になったとうかがっております。このことは、高速道路

の開通による非常に大きなストック効果のあらわれであると考えております。

今回の新規航路開設は、大分港の利便性の向上や雇用の創出とともに、地方創生に向け、

地域間競争がますます激化する中で、今後の企業進出等にもつながるものと考えておりま

す。

本県では九州の東の玄関口としての拠点化を進めることとしており、さらなる充実を図

るため、港湾整備やポートセールスに引き続き取り組んでまいります。

以上でございます。

戸高委員長 ただいまの報告につきまして、質疑、ご意見があればお願いいたします。

木付委員 ＲＯＲＯというのはどういう略なんですか。

山本港湾課長 ロールオン・ロールオフ船。資料にありますように、シャーシ部分といい

ますか、荷台部分だけを持っていくような貨物船です。

尾島委員 ちょっといろいろ聞きたいんですけど、今回は川崎近海汽船ということなんで

すが、他社が既設の航路を持っているのか、ほかに計画があるのかということ。

それから２点目は、シャーシが１６０台搭載可能ですから、場合によっては週３便です

から、２日間か３日間にかけてバースにこれだけのシャーシがとどまるわけですよね。コ

ンテナバースあたりはあるんでしょうけど、今、大在にそれだけの場所確保が可能なのか

どうか。

それから３点目に、農産物と工業製品というのがありますけど、大分でいえば、農産物

の比率というのは極めて低いと思うんです。ただ、ここに書かれているように、熊本とか

になると、例えば夏場のスイカとかすぐ腐るものじゃありませんから、非常に需要が高い

かなという印象を受けたんですけど、今計画されている農産物と工業製品の比率あたりが

わかればね。わからんか。（笑声）それと１６０台搭載可能というんだけど、今の見通し、

汽船あたりが考えている採算ラインも含めてどうなのか。その辺わかればお願いしたいと

思います。

山本港湾課長 他社についてですが、今、資料の右下の枠内に航路図がありまして、そこ

に参考ということで既存航路というのがあります。大分－有明を２４時間、東京－大分が

４２時間と書いてございますけれども、それが商船三井フェリーというのが週に３便やは

り（「ＲＯＲＯ船を」と言う者あり）ＲＯＲＯ船です。

それと、１６０台をあそこの大在に持ってきてということでございますけれども、一応

１９時半にこちらに着きまして、２３時半には出ます。４時間の積み込みとかをして、２

３時半にはそのまま出てしまうと。次の日の夕方、１９時半には静岡に着いているという

状況で、実際におる時間は４時間です。

尾島委員 荷物は前もって、週３日やから集まってくるんだよね。（「そうですね」と言

う者あり）だから、そのあとキャパが満員になったときの広さを確保できちょるかという

話なんです。

山本港湾課長 １６０台で、１番最大で見ますと３２０台ぐらい、出るのと入るので集ま

るような状況になるわけです（「そうやな、出入りがあるから」と言う者あり）そうする
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と、３万平米ぐらいという状況なんですけれども、今のところ、こちらで今処理といいま

すか、ご用意ができるのが約２万平米ぐらいでございます。ちょっと足りませんけれども、

今のところそれでいけるというふうに聞いております。

進土木建築部長 今の大在のところのシャーシの置き場の件につきましては、我々も問題

視をしております。既存の埠頭の中でもっと活用できるところもあります、緑地になって

いたりですね。そういったところで何とか港湾特会あたりの予算を使ってやらなくちゃい

けないんではないかという問題意識は持っております。

それと、実際に今週３便ということでございますけれども、これやはりフェリー業界、

海上輸送業界はかなり大分というところを着目しているところがございます。今後、そう

いうのがふえてくる可能性も持っていますので、港湾計画自体を見直すということも必要

ではないかと。またそれに応じてニーズが出てくれば、岸壁を整備するなり埠頭用地をも

っとふやすなり、そういった対策も必要になってくる。そういうことも我々念頭に置いて

いるということでございます。

以上でございます。

尾島委員 フェリーとの競合もあるんやな。

戸高委員長 ２８年１０月の開設時点までの港湾整備は特に今ないということなんですね。

（「はい」と言う者あり）

吉冨委員 このＲＯＲＯ船の関係なんですけど、このネットワークを見ますと、宮崎はど

うなんですか。宮崎のほうからこれが関東のほうに出ているというルートというのはある

んでしょうか。

山本港湾課長 宮崎も今関東のほうに行っているルートはございます。宮崎港からですね。

吉冨委員 東九州自動車道の４車線化というものが、大変重要な問題になってくると思う

んですよね。やはりこの先ほどから志村委員も木付委員もおっしゃっているのとちょっと

ダブるんですけど、やはりこういう事業をするのにこれぐらいのお金がどうしてもやっぱ

り欲しいんだという部分をある程度言っていただかないと、それがあると、私たちも動く

のに大変動きやすいという部分も実はあるんですよね。ですから、例えばこの東九州の４

車線化も含めた部分はこのＲＯＲＯ船に対する将来の、宮崎は農業王国ですから、やはり

その辺の物流を大分から出すというのは、大きなやはりインパクトもあるので、実際今私

は別府ですけど、大分の西大分、それと別府、今もう西大分がほとんどなんですけど、物

流のフェリーが物すごく多くやはり朝入ってきているんですよ。それがどこに行くのかな

といつも見ていると、ほとんど宮崎のほうに向けて走っているんですね。ですから、その

辺のところを考えると、やはり高速道路の４車線化というのはぜひとも一生懸命やっても

らいたい部分があるので、こういうものと含めた、全てのものを含めた中で、やはり年度

ごとに最低これぐらいの予算は確保したいんだというものを言っていただいて出していた

だけるほうが本当はありがたいなということを思っていますので、要望としてぜひお願い

したいんですけど。

戸高委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 それでは、次の報告に移ります。

先般１０月１日に、建設業協会のほうから当委員会あてに要望書をいただきました。そ
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の７つの項目について取り扱いを検討する必要がありますので、執行部に状況の説明をお

願いしております。

阿部建設政策課長 大分県建設業協会からのご要望につきましては、私どもも意見交換会、

特に協会の本部はもちろん、協会内にあります土木委員会であるとか建築委員会といった

ような専門の委員会なども含めて、真摯に対応させていただいているところでございます。

それでは、要望内容における現在の取り組み状況につきまして、各関係課からご説明い

たします。

委員会資料は１８ページ以降でございます。資料の構成としまして、左から要望項目、

要望内容の要旨、現在の取り組み状況、今後の対応等について記載しております。

私からはまず３点ご説明いたします。１県の公共事業予算確保について及び２公共事業

予算確保に向けた国への要請につきましては関連しますので、一括してご説明いたします。

２７年度補正予算及び２８年度予算におきまして、公共事業に重点を置いた十分な予算

の確保と国への要請をお願いするという内容でございます。

土木建築部では部長期総合計画の策定を進めており、県政の基本目標であります安心・

活力・発展の大分県づくりに向けて、これまでも社会資本の整備・維持管理に取り組んで

まいりました。

今年度の県予算は総額約６，０８６億円、前年度比２．８％の増で、２年連続のプラス

となる積極予算でございます。また投資的経費は約１，２６８億円となっている状況です。

地方創生を支え、九州の東の玄関口としてのポテンシャルを最大限発揮するための地域

高規格道路や港湾など、まだまだ整備途上でございます。また、近年の頻発・激甚化する

集中豪雨や南海トラフ巨大地震に備えた防災減災対策も不可欠です。

今後も、安心・活力・発展の大分県づくりを着実に進めるためにも、社会資本整備に必

要な予算の確保に努めていきますので、議員の皆様方のご支援・ご協力をよろしくお願い

いたします。

また、国に対しても、事あるごとに予算確保の要望を行っているところでございます。

先月６日、１３日と、知事においては、全国知事会国土交通常任委員長、九州地方知事会

長としても、今年度補正予算や平成２８年度予算編成におきます安定的・持続的な公共投

資により、地方創生を支え強靱な国土づくりを進めるために、今年度を上回る社会資本整

備予算を確保するよう、国に直接訴えてきたところです。

また、議員の皆様におかれましても、再三にわたり、国等への要望活動を行っていただ

きまして、まことにありがとうございました。厚くお礼申し上げます。

続いて、３適正な工期設定と発注時期の平準化についてでございます。

１９ページをごらんください。

週休２日の確保など、適正な工期の実現と、発注の平準化をお願いするという内容でご

ざいます。

工期の設定につきましては、週４０時間労働制にのっとりまして、気象条件や現場条件

を考慮して工期設定を行っているところでございます。

発注・施工時期の平準化につきましては、所要の当初予算確保と用地ストックの確保が

前提となりますが、予算成立後は早期発注に努めるとともに、ゼロ県債や年度をまたがる

債務の活用、さらに、先ほどご説明いたしました１１月補正予算での繰越明許費の設定な
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どにより発注の平準化に努めてまいります。

今後も、適切な工期が確保できる執行計画を立て、計画的な工事発注に取り組んでまい

ります。

以上でございます。

髙橋公共工事入札管理室長 私からは公共工事入札管理室に関する部分の説明を行います。

４最低制限価格及び低入札価格調査制度の失格基準についてでございます。

まず、最低制限価格を引き上げてもらいたいという内容でございます。

最低制限価格は、契約の内容に適合した履行を確保するための制度であり、工事の品質

低下や下請企業・労働者へのしわ寄せ、あるいは安全管理の不徹底を招く、いわゆるダン

ビング受注を防止するためのものでございます。

大分県の最低制限価格につきましては、国の算定式を参考に業者が工事に要した経費の

実態を考慮して決定しています。

最近では平成２５年７月に、おおむね８６％から８８％、２％程度引き上げております

が、さらなる引き上げにつきましては、今後の応札状況や景気、国の動向等を見きわめな

がら判断していきたいと考えております。

失格基準価格の引き上げにつきましても、最低制限価格と同様に判断していきたいと考

えております。

なお、低入札価格調査制度の対象工事につきましては、平成２４年度までは１億円以上

でありましたが、業者が工事に要した経費の実態を考慮して、平成２５年度の改正で現在

の３億円以上としたところでございます。

この改正により、対象工事件数は非常に少なくなっております。

次に、５入札制度の改正でございます。２０ページをお開きください。

総合評価落札方式の評価方法について要望が出ておりますが、総合評価落札方式は価格

と品質が総合的にすぐれた調達を目的としており、企業の技術力や過去の成績などを評価

して落札者を決定しています。

評価方法の見直しは毎年行っておりますが、要望事項につきましては、総合評価の理念

に照らし合わせて検討していきたいと考えているところです。

また、一般競争入札において、現行の２０者程度を１０者から１５者程度に見直しして

もらいたいとの要望でございます。

これにつきましては、全国知事会で取りまとめた指針において、応札可能者は２０者か

ら３０者を原則とするとされております。本県としましても、最低２０者が競争性確保の

ために必要であると考えております。

指名競争入札につきましては、当該地域での工事実績等からみて、当該地域における工

事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施でき

るかを総合的に勘案して、指名させていただいております。

私からの説明は以上でございます。

鈴木道路建設課長 ６霧による高速道通行止対策についてでございます。

代替道路となる既存一般道の整備、バイパスの整備という内容でございますが、このう

ち国道２１０号につきましては、大分市横瀬から挾間町向之原間の拡幅をこれまでも国に

要望しており、本年１１月には知事が国土交通省へ出向いて要望を行ったところでござい
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ます。

現在道路を管理している国土交通省では、当面の措置として、渋滞のボトルネック箇所

となっております挾間三差路、医大バイパスの入口で交差点改良を含む工事、具体的には

大分向き左折レーンの延伸を実施しております。

また、速見インター側から別府方面への迂回路となっております県道日出山香線の国道

１０号との交差点のように、著しい渋滞が発生する箇所につきましては、霧による通行止

めの時に交通量調査等を行いまして、国や警察等関係機関と対策を検討してまいります。

このほか、速見インターから別府インターへ抜ける別府山香線についても着実に整備を

進めております。

以上でございます。

黒木土木建築企画課長 ７専門高等学校の土木科クラス増及び生徒就職指導についてでご

ざいます。

２１ページをごらんください。

まず、土木建築クラスの増につきましては、土木建築系の進学を目指す生徒をふやすこ

とが重要となります。そのため、県としましては、小中学生向けの現場体験学習、土木未

来（ときめき）教室と言いますけれども、これを開催するなど、ものづくりの面白さ、建

設業のもつ魅力を積極的にＰＲしているところでございます。

次に、生徒就職指導についてですが、県内の工業系高校を卒業した生徒の進路状況を見

ますと、建設業界に就職した割合が５割を下回っておりまして、加えて、その半数が県外

企業へ就職しているといった現状がございます。

若手技術者の確保は重要な課題と認識しておりまして、これまで、入札参加資格申請に

おける新規学卒者雇用の加点措置や、建設業ＰＲパンフレットの作成など、建設業の入職

促進に取り組んできたところでございます。

特に、高校生に対する入職促進の取り組みとして、今年度、教育担当部局と連携し、県

下高校生に対する合同企業説明会に建設業の専用ブースを設置しました。

また、先月には、大分工業高校や日本文理大学の生徒らを招き、建設業への入職促進を

目的とした座談会を開催したところでございます。

今後とも、建設業を志す生徒がふえるよう、会議等のあらゆる機会を通じて、教育担当

部局に要望の趣旨を伝えてまいります。

以上でございます。

戸高委員長 ただいまの報告につきまして、質疑、ご意見などはございませんか。

尾島委員 先般のこの委員会での懇談会での際に、少しメモをした部分で、特に最近２０

年間で仕事がやっぱり激減していると。そういった中で、当然事業量の減少によって収益

が悪化して会社が成り立たない。そういった中で後継者の問題であるとか、それから技術

の伝承、そういったものが非常に難しくなっているので、仕事をふやしてくださいという

のが前提でありますが、地域の産業として、やっぱり建設業に育ってほしいということ。

それから、災害時あたりに大きな役割を果たすわけですから、そういった評価も十分にし

てほしいという声がありました。それが１点。

それから、２点目に、最低制限価格なんですけど、現在８８％ということなんですね。

そして、他県を見ると、九州各県を見ると、もう９０％以上に上がっているところで随分
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あると。ここでは９５％という要望を出していますけど、できたら９５％が理想なんだけ

ど、やっぱり９０％とかそういう数字に引き上げてほしいという声がありましたので、そ

のことは申し上げたいと思います。

それから、ちょうど高等専門学校の土木科の云々というのが最後にありましたけど、ち

ょうど先般私も一般質問をしたんですね。この前の業界の声は、やはり教員の確保もお願

いしたいと。私の質問の中にあったように、専門科がどんどん縮小される中で、教員を定

期的に採用していくというのはやっぱり県教委も難しいみたいなんですね。そうすると、

どうしても臨教とか臨時講師に頼らざるを得ない。そうなれば、本来技術とか技能とか、

場合によっては教え方とか、大分県独自のノウハウとか、そういったものが学校の中で継

承されていかなくて、結局生徒が入ってきても、本当の教育というか実習面の例えば技能

技術、専門的な技能技術が、やっぱりなかなか生徒の身についていかないという実態があ

るみたいなので、そのこともぜひ関係課のほうから、教育委員会のほうに強く申し上げて

いただきたいなというふうに思います。ちょっと気づいた点。

以上です。

黒木土木建築企画課長 まず、１点目の地域の産業、また災害での貢献度ということでご

ざいます。

これは、委員おっしゃったとおりでございまして、地域の基幹産業として建設業は活躍

しているわけでございます。

また、災害時の、緊急時の出動についても非常に重要な役割を果たしているという認識

でございます。また、その評価につきましては、例えば総合評価落札方式における地域貢

献度として、本店の所在地であったり、また県と業者との災害協定を結んでいる業者に対

する評価であったり、そういったところのインセンティブというのは考慮していくという

ことでございます。

それと、教員の確保につきましては、やはりこれだけ、要はクラスが減って、希望する

生徒が少ないという現状を何とかするのが（「１番１番」と言う者あり）１番だと思いま

す。（「それが１番です」と言う者あり）その辺に土木建築部としては、土木の建設産業

の魅力を伝えたり、イメージアップを図りながら、将来を担う子供たちにそういったとこ

ろの魅力をしっかり伝えていきたいというふうに考えております。また、それと同時に、

県教委に対しても、こういう現状をしっかり伝えていきたいというふうに考えています。

以上です。

髙橋公共工事入札管理室長 最低制限価格のお話でございます。

先ほど私から大分県はおおむね８８％という説明をさせていただきました。大分県の最

低制限価格の決め方は、工事の中の費用ごとに一定の割合を掛けて、これだけあればしっ

かりした契約の内容に適合した工事ができるだろうということで最低制限価格というのを

使う。詳しく申しますと、工事の価格の中に、実際工事をするために必要な材料とか労務

費を、これ直接工事費と言います。この部分と、現場で安全管理に要する部分があるとか、

現場の従業員の手当の部分とか、本店、支店の従業員の手当そういったもの、諸経費とい

うのがございますけれども、諸経費の中にも、少し細かく分かれるんですが、大分県の場

合、直接工事費についてはどんなに頑張っても我々の積算の０．９５、これぐらいは工事

をするのに必要だろうというところ。また、諸経費につきましても、それぞれの項目で何
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％という率を掛けて出して最低制限価格を決めております。

それで、工事の内容によっては、大分県の最低制限価格の算定式でも最低制限価格の割

合が９０％になったり、あるいは８７％になったりということで、工事の内容、規模によ

ってその率は変動するものでございまして、現在決まっているのは、その率を出すための

算定式ということでして、この算定式につきましては、平成２５年に上げたときに、実際

工事が終わったときに施工者から出していただいた精算納付工事の内訳を基に分析いたし

まして、一般管理費のところを確保するために、現場の安全を確保するための費用とかそ

こら辺は少し少なくなっているんじゃないかなということで、２％ほど上がるような式に

平成２５年７月に変えております。あくまで最低制限は工事の品質をしっかり安全にやっ

てもらうための価格の設定でございます。他県も、大分県と同じような式を使っていると

ころは福岡もございますし、熊本も同じような式を使っています。それで、工事によって

率が変わりますから、そこは、協会さんは大分以外はおおむね９０％という判断をしてい

るでしょうけれども、うちのほうとしては……

尾島委員 そういう言い方をしてました。大分はちょっと低いんだと。他県はもっと上が

っているという言い方をしていましたので、ちょっとそこを申し述べたまでです。

髙橋公共工事入札管理室長 うちのほうとしては、大分と福岡は同じ式を使っている。熊

本のほうも、大分に近い式を使っているということでございます。（「そうです、９０％

ち言いよったですね」と言う者あり）

戸高委員長 ちょっと認識が違っておったですね。（「低いという話やったですよね」と

言う者あり）

尾島委員 低いというのは、どげえ思う。そげ言いよったろ、何か。よそはもう（「そこ

は、それ１番専門家」と言う者あり）９０％から９２％を超えちょる。（「そういう話は

聞きました」と言う者あり）

志村委員 実態をもうちょっとよく、他県のことを言ったらいいと思うんですよ。それを

聞かないと認識できないから。（「数字だけですね、言いますから」と言う者あり）うん。

髙橋公共工事入札管理室長 他県の状況を言いますと、福岡県と大分県が国の中央公共

工事契約制度運用連絡協議会という組織がありますけれども、そこが出したモデル式を

そのまま使っております。熊本県は、それに少しランダム係数と言いまして、１％に満た

ない率を補正して上げたり下げたりしているところでございます。

あと、佐賀県、長崎県は、独自の式を使っておりまして、宮崎県は、式そのものが非公

表ということです。

戸高委員長 ちょっと口頭でわかりにくいので、それ出せますか。

髙橋公共工事入札管理室長 資料としては、全国的な資料といたしまして、一般社団法人

の全国建設業協会が出した資料がホームページにアップされていますので、後ほどこれを

各委員のほうにお配りしたいと思います。（「はい、よろしく」と言う者あり）

志村委員 我々認識しなくちゃいけないのが、大分県以外は全部９０％以上だと、高いん

だというそれは違うと、ちゃんと認識しないといかんと思う。それをもうちょっと言って

くれるといいと思うけど。共通認識で持つべきだと思うので、そこはちゃんと示してくだ

さい。
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阿部建設政策課長 その件で、最低制限価格の算定のやり方は、今、室長のほうが申しま

したけれども、例えば建築工事をやると当県算定式において９０％出るとか、工種によっ

て全然違うというのが１点ございます。また、この制度そのものは、皆さん最低制限価格

のところで協会さんをよく言いますが、入札制度というのは、最低制限価格の１本で成り

立っているものではございません。全体的な、総合的な入札制度の中で、大分県はこの方

式をとっておりますし、特に、各県で例えば一気に一般競争入札を導入したある県は、非

常に競争が激しくなって大変なことになったと。そういったことの背景の中でいろいろと

やりくりをしたというふうに聞いておりますし、結果的にそれは入札制度として右往左往

しているというような悪循環を繰り返しているということも聞いております。

したがいまして、しっかりとした入札制度は、全体を見て、そして県内の入札等の状況

も踏まえて総合的に判断すべきものと考えておりますので、その点のご理解をいただきた

いと思います。

戸高委員長 １回要望に行って、口頭で回答をいただいた上で懇談会をやったらまたその

話だったものですから、非常にその認識が実施されていなかったというのがありましたの

で、その意味で、さっき書面でという話が出たのでですね。

ほかにございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 委員外議員の皆様はございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 それでは報告を終わります。

この際、その他全般にわたって、何かありませんか。

山本港湾課長 先ほど尾島委員から要望がありました北浜ヨットハーバーの選定結果の資

料をご用意しましたので、お配りしてもよろしいでしょうか。（「後でもらえばいいで

す」と言う者あり）

戸高委員長 事務局にお渡しください。

菖蒲道路保全課長 先ほど森委員外議員のほうから、国道５７号線の移管に伴って、道の

駅の管理の件についてご質問をいただきました。ちょっとご本人はご退室になったんです

けれども、説明をさせていただきたいと思います。

まず、道の駅おおの、こちらにつきましては、豊後大野市の単独設置でございますので、

移管後、影響なく今までどおりということになります。

それから、道の駅あさじでございますが、こちらの道路管理者である国土交通省と豊後

大野市が一体的に管理をしておりますので、その部分の管理については、今、道の駅の所

在地が、今回移管部分の外、竹田寄りになりますので、今回の移管には影響をしませんが、

今後竹田まで例えば完成して、移管の協議が行われる中で、その旧道部分、現道部分が県

に移管ということになれば、そのときは道の駅の道路管理者の部分が大分県に移管される

ということになります。森議員には、別途説明に上がります。

以上でございます。

志村委員 第１２７号議案の審査会、あるいは審議会というのが土木建築部の中には幾つ

かあると思うんですけれども、そのあり方についてちょっとお話をしたいんですが、この

人数は５人以上となっておって、大分県は７人という条例をつくっておるんですけれども、
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人数は最低人数で、専門性の高い議論をするということが私はいいじゃないかなと思うん

です。都市計画審議会に県議会から数名出しておりますけれども、我々ちょうど任期が来

たものですから、３人自主的に辞任をしました。都市計画審議会の人数を減らしたんです

ね。ずっと参加していても、中には一言も発言しない委員もいらっしゃる。だから、その

辺はより専門性が高いものだから、何人以上ということになると、もうその何人で、最低

の人数でより専門性の高い審議会や審査会にして、行革も含めて率先して土木建築部、そ

ういうことをしたらどうかなというふうに提案したいと思っております。少ない金額です

けれども、積もれば結構なると思いますので、それはひとつそういう方向がいいと思いま

すが、どうでしょうか。

進土木建築部長 お申し出、ありがたいと思っております。長年続いている委員会もござ

いまして、我々もどうしてこうなっているのかなと悩むときもございます。最低限が望ま

しいというご意見は県の行財政の改善にもつながりますし、大変ありがたい意見だという

ふうに思っております。

以上です。

志村委員 そのかわり、専門性を高めた委員会にするように、ひとつお願いします。

（「はい」と言う者あり）

戸高委員長 １点済みません、公共工事入札の件で、事業主体が病院局で違うんですが、

これまでの不調の経過と、今後どういう対応になるのかだけご説明をいただきたいなと思

います。

加藤施設整備課長 今お話のとおり、第１回の公告の結果、不調に終わりました。その後、

その原因についてこれまで検証をしてきているわけなんですけれども、まずは工事の手順

の見直し。それから単価、労務費を含めた単価の見直しを今やっているところでございま

す。これを今年度中１月に向けて最終的な取りまとめをした上で、今年度中に再公告、で

きれば来年度６月の議会で承認をいただきたいというスケジュールの中で今動いていると

ころでございます。

以上です。

戸高委員長 ということは予算を増額……

加藤施設整備課長 増額になります。

戸高委員長 どのくらい開きがある。

加藤施設整備課長 これが１０億円超えるような開きがございまして、その詰めを今して

いるところでございます。そこまでは上がらないにしても、かなり大きな金額の開きにな

っております。

戸高委員長 患者さん等も、病院ですから非常にそういう心配をされている方もいらっし

ゃいますので、ぜひスムーズに行くようにですね。

加藤施設整備課長 病院局のほうとも十分連携をとりまして、工事の進め方、最終的なス

ケジュール、工期についても十分協議を今重ねているところでございます。

戸高委員長 そのほかありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 それでは土木建築部関係の審査を終わります。

執行部の皆さん、また委員外議員の皆さん、大変ありがとうございました。
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〔土木建築部、委員外議員退室〕

戸高委員長 次に、閉会中の所管事務調査の件について、お諮りいたします。

お手元に配付のとおり、各事項について閉会中の継続調査をいたしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 それでは、所定の手続をとることにいたします。

次に、今後の委員会活動についてですが、先ほど説明がありました建設業協会からの要

望を受けた内容について、これを踏まえて今後どうするかということで皆さんにご意見を

いただきたいと思います。今の説明を受けた後、これをどうするかということだけちょっ

と確認をしたいと思います。

〔協議〕

戸高委員長 では、出向いて報告をするということで、出向くメンバーについては一任で

よろしいですか。皆さんのお時間もありますし。

〔「はい」と言う者あり〕

戸高委員長 それでは、そのようにいたします。

それと先週の１２月４日に佐伯、別府、宇佐、中津の４カ所について調査を行いました

けども、各事業の進展を当委員会としても積極的に支援することが大事であろうかと思い

ますが、これを今後どのように取り組むか、意見がありましたらお聞かせください。

〔協議〕

戸高委員長 それでは、文書を持って執行部に要望に行くということにいたします。

このほか、何かございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

戸高委員長 別にないようでありますので、これをもって本日の委員会を終わります。

本日はありがとうございました。


